
名古屋学院大学 
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９．奨学金等に関する諸案内【予約採用者】 

令和 8年度大学等奨学生採用候補者(予約採用者)のみなさんへのご案内 

 

この案内は①『文部科学省による授業料・入学金の減免と日本

学生支援機構（以下 JASSO）による給付奨学金の制度』(高等教育

の修学支援新制度)または、②『JASSOの貸与奨学金』を「高校等

で事前に申し込み、【令和 8年度大学等奨学生採用候補者決定

通知】を受け取っている方（予約採用者）」を対象としています。 

 

※大学入学後、初めて①または②の奨学金等の申し込みをされる 

方は裏面をご確認ください。 

※予約採用されている奨学金種別とは別の種類を新たに申し込 

みされる方についても、裏面を確認してください。  

 

 

■入学後に必要な手続き                                    

① 入学式の 4月 1日（水）に大学から配布される資料より『奨学金に関する手続きスケ 

ジュール』を確認する。予約採用者向けの説明会がありますので必ず確認してください。 
 

② 指定された日時に説明会へ参加する。 

併せて、『令和 8年度大学等奨学生採用候補者決定通知』を提出する。 
 

③ ②の説明会で受け取った書類に沿ってインターネットによる『進学届』の入力を行う。 

『進学届』を入力・送信しないと、手続きが完了とならない。 

 

※『令和 8年度大学等奨学生採用候補者決定通知』を期日内に提出しない場合、辞退として取 

り扱われ、①または②の制度が受けられなくなりますので、大学からの案内はよく確認して 

ください。 

※各日程や場所についての詳細は、『奨学金に関する手続きスケジュール』に記載します。 

※①の制度の予約採用者の自宅外通学の手続きについて、入学前に本学へ自宅外通学証明書類 

の提出を希望される場合、2月下旬に本学ホームページにて詳細を掲載いたしますので、そち 

らの内容を確認してください。なお、複数校に当該書類を提出された場合、給付奨学金の交 

付時期が遅くなる可能性があります。 

※「高等教育の修学支援新制度」の授業料の減免については、JASSOの手続きが完了し、 

採用決定された後に、6月より指定口座へ順次返還いたします。（手続き時期により振込月は

異なります。）  

事前に日本学生支援機構から 
みなさんへ郵送されている 

【令和 8年度大学等奨学生採用候補者決定通知】 



名古屋学院大学 

(202602) 

 

９．奨学金等に関する諸案内【在学採用者】 

初めて奨学金等の申し込みをされるみなさんへのご案内 

 

 この案内は、①『文部科学省による授業料・入学金の減免と日本学生支援機構（以下 JASSO）

による給付奨学金の制度』(高等教育の修学支援新制度)または、②『JASSOの貸与奨学金』の奨

学金等を「大学入学後に初めて申し込みをされる方」を対象としております。 

 

※高校等で予約申込を行い不採用になった方、申し込みし忘れた方、予約採用時に採用されて 

いる貸与奨学金種別の変更を希望する方は初めて申し込みをされる方となります。 

※高校等で上記の①または②の奨学金等を事前に申し込まれた方は裏面をご確認ください。 

 

 

 

 

 

■入学後に必要な手続き                                   

① 入学式の 4月 1日（水）に大学から配布される資料より『奨学金に関する手続きスケジュ 

ール』を確認する。在学採用者向けの説明会がありますので必ず確認してください。 
 

② 指定された日時に説明会へ参加する。必要な書類を受取る。 
 

③ ②の説明会で受け取った書類に沿ってインターネットによる『スカラネット』の入力を 

行う。『スカラネット』を入力・送信しないと、手続きが完了とならない。 

 

※各日程や場所についての詳細は、『奨学金に関する手続きスケジュール』に記載します。 

※学内の名古屋学院大学奨学金(申込時期 7月末)の申し込みを検討されている場合、経済基準 

として給付奨学金の制度に採用された者を対象としておりますので、必ず①の制度へ新規で 

申し込みを行ってください。 

※一時的な貸付をご希望の方は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に直接、お問い合わ 

せください。（℡ 0570-008656） 

 

①および②の奨学金等の家計基準を満たしているか、入学前に 

『日本学生支援機構の進学資金シミュレーター』で、事前に確認しておきましょう。 

ご不明な点は日本学生支援機構奨学金相談センターに直接お問い合わせください。 

（℡ 0570-666-301） 

多子世帯への授業料等無償化に申し込む場合、審査は、給付奨学金と同様、日本学生支援

機構が行いますので、給付奨学金の対象とならないことが明らかであり授業料等減免のみ

を希望する場合も、必ず①への申し込みを行ってください。 


